
Ⅰ 令和８年度公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー事業計画書 

 

令和８年４月０１日から 

令和９年３月３１日まで 

 

１ 事業運営方針 

公益財団法人高松観光コンベンション・ビューローは、観光客及びコンベンションの誘致、

サンポート高松のにぎわい創出を中心に活動を行い、高松市及び香川県の経済活性化はもとよ

り、国際会議観光都市・高松のイメージアップ、国際的知名度及び情報発信機能の向上に取り

組んでいる。 

コンベンション部門では、令和７年２月の「あなぶきアリーナ香川」オープン以降、大型コン

ベンションの開催はもとより、コンベンション主催者による現地視察が増加するなど、高松市

のＭＩＣＥを取り巻く環境は、新たなフェーズに入りつつある。今後もこの流れを継続させら

れるよう、香川県ＭＩＣＥ誘致推進協議会など関係団体と連携し、大型コンベンションに重点

を置いた誘致活動を実施する。また、サステナビリティにも取り組み、ＭＩＣＥ推進都市とし

てのブランド力の強化を目指す。 

観光部門では、多様な地域資源を活用した観光コンテンツの造成や情報発信、販路開拓に新

たに取り組むなど観光客の誘客を推進するとともに、関係者と一体となってナイトタイムエコ

ノミーを推進するなど受入環境の整備を図る。また、これまで以上に地域と連携し取り組める

よう体制の強化を検討し、持続可能な観光の促進と推進体制の確立を目指す。くわえて、サン

ポート高松を拠点とした、にぎわい創出事業に、県、市及び関係者と連携して取り組んでいく。 

このような方針のもと、引き続き、２１世紀の基幹産業とも言われる観光・コンベンション

事業を積極的に推進するため、次の事業を実施する。 

 

（１）国際会議等の誘致及び支援などコンベンションを推進する事業 

国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律に基づき、

高松市は、国際会議観光都市に認定されていることから、本法律の目的を達するための国際

会議等の推進を始め、全国大会等の誘致、支援等を通じ、地域経済の活性化及び文化の向上

に寄与するコンベンションを推進する事業を実施する。 

（２）コンベンション開催支援補助金交付事業 

国際会議、全国大会等の誘致及び誘致支援を促進するため、開催支援補助金を交付する事

業を実施する。 

（３）観光客等の誘致及び受入れなど観光を振興する事業 

観光は、地域経済の活性化、雇用の機会の増大等、地域経済のあらゆる領域にわたり、そ

の発展に寄与するとともに、健康の増進、潤いのある豊かな生活環境の創造等を通じて市民

生活の安定向上に貢献するものであることに加え、国内外の相互理解を増進するものである

ことから、高松市及び香川県の有する文化的、社会的、経済的特性をいかし、観光客の誘致

や受入れを通じ、地域経済の活性化や国際相互理解の増進など、観光の振興に寄与する事業

を実施する。 

 



（４）新たな観光資源開発のための旅行業法に基づく旅行業 

高松市及び隣接自治体（岡山県玉野市を除く。以下「高松市等」という。）の新たな観光資

源を掘り起こし、高松市等の新たな魅力の創造を図るため、これらを活用した企画開発、並

びに利用者による情報発信を促す。 

（５）サンポート高松のにぎわいを創出する事業 

サンポート高松に、人、物、情報等を集めることにより、にぎわいを創出し、国際交流、情

報化の推進及び産業の振興並びに都市機能の活性化を図る事業を実施する。 

（６）高松市及び香川県への旅行者の利便の増進並びに観光資源開発のための観光案内所の運 

営・管理の受託 

高松市に来訪する旅行者に対し、観光案内その他旅行に関する情報提供等を行い、旅行者

の利便の増進に資することを目的として設置された同施設について、旅行者が快適に高松市

及び香川県の滞在を行えるよう情報提供を行うことは、当財団の公益目的事業の一環である

とともに、これに積極的に務めることで、高松市及び香川県のイメージアップにつながり、

また、国籍や目的地の調査など新たな観光資源の開発に役立つことから、（公社）香川県観光

協会からこれを受託し、管理運営する事業を実施する。 

（７）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

２ 具体的な事業計画内容 

（１）国際会議等の誘致及び支援などコンベンションを推進する事業 

ア コンベンション誘致事業 

全国５５か所の国際会議観光都市が認定され、世界はもとより、日本国内においても、

国際会議等の誘致における都市間競争が激化している。このような状況の下、地域経済の

発展のため積極的に誘致活動を展開する。 

（ア）コンベンション主催団体等に対する誘致訪問 

ａ 首都圏等主催事務局 

（ａ）開催情報収集及び開催支援情報発信のための活動 

首都圏を中心とした主要地区（首都圏、関西等）の学術会議、大会本部、主要大

学、旅行会社、企業等の主催事務局に対し誘致活動を行う。 

（ｂ）有力主催者等へのトップセールス 

開催決定が有力視される主催者への県・市・当財団理事クラスの訪問 

ｂ 四国内の大学 

（ａ）開催情報収集及び開催支援情報発信のための訪問 

四国内の大学の主催者に、高松市で開催を検討いただけるよう情報を発信し、

開催件数の増加を図る。 

訪問地：徳島・愛媛の各大学 

（イ）地元主催者等に対する誘致訪問 

県内の主催者等への訪問、大学等で出張ＭＩＣＥ相談会を開催し、開催件数の増加

を図る。 

訪問先：県内大学、組織団体等支部 

  



（ウ）共同誘致事業 

ａ 地方都市コンベンション関連団体ワークショップ及び合同誘致事業 

（新潟・松本・高松・郡山・びわこ・宇都宮・岐阜） 

ｂ ＩＭＥ（国際ＭＩＣＥエキスポ）への出展 

ｃ ５都市情報交換会（盛岡・金沢・するが・高松・鹿児島） 

ｄ 中国四国コンベンション誘致推進協議会 

ｅ 四国地区観光コンベンション推進団体情報交換会 

ｆ 香川県ＭＩＣＥ誘致推進協議会との連携 

（エ）主催者等招請事業及び視察受入れ 

イ コンベンション誘致支援事業 

高松市及び香川県でコンベンションの開催の意向がある団体等に対し、誘致手法に関す

る相談を始め、開催計画の提案、国際会議・企業コンベンション誘致支援事業等を行うこ

とで、高松市及び香川県での開催を促す。 

（ア）開催企画書のテンプレート提供 

（イ）国際会議・企業コンベンション誘致支援補助金交付事業（旅行会社、ＰＣＯ（会議

運営会社向け）） 

ウ コンベンション開催支援事業 

コンベンション・コンシェルジュとして、各施設の会場手配などの利用調整、開催まで

のノウハウの提供、コンベンション運営スタッフの紹介（無料職業紹介事業）等をワンス

トップで提供することでコンベンション主催者を補助するとともに、参加者に対して、各

種観光パンフレットなどの情報提供並びに利便性の向上を図る。 

（ア）コンベンション・コンシェルジュとして主催者支援 

ａ 会場予約、施設利用調整等 

ｂ 行政など関係機関との調整（後援、メッセージ等） 

ｃ ユニークベニュー、アフターコンベンション等の提案 

ｄ ＪＲ高松駅、高松空港での歓迎看板の設置 

ｅ 地元事業者（賛助会員）の紹介 

ｆ コンベンション運営スタッフ紹介事業（無料職業紹介事業） 

（イ）観光パンフレットの提供等各種参加者支援 

エ 広報宣伝事業 

インターネットを活用した情報発信や専門誌等に対する広告、コンベンション参加者向

けプロモーション映像を活用することで、高松市及び香川県のコンベンション施設や支援

制度を紹介し、コンベンションの開催及び参加率向上を促す。 

（ア）団体、賛助会員に対する啓発・周知 

（イ）専門誌等への広告 

（ウ）ホームページによる情報発信 

（エ）ＭＩＣＥ参加者向け観光情報発信 

オ コンベンション情報収集提供事業 

誘致事業等により得られたデータを整理し、コンベンション開催予定表を作成し、広く

一般に周知する。また、自らが、主催者や参加者にアンケート調査を行い、コンベンション



がもたらす経済波及効果を試算し、公表する。くわえて、これまで蓄積した主催者情報及

び大会情報データベースの活用など、コンベンション誘致活動をより一層効率的に実施で

きるようブランド力の向上に努める。 

（ア）開催情報のデータ整備 

（イ）統計書作成・経済波及効果・アンケート調査の実施 

（ウ）コンベンションカレンダーの作成と提供 

（エ）日本コングレス・コンベンション・ビューロー（ＪＣＣＢ）ビューロー部会への参

加 

（オ）主催者情報・大会情報データベースの整備 

（カ）ＧＤＳ－ｉｎｄｅｘを指標とするサステナビリティへの取組強化と情報発信 

（キ）ブランドタグラインとロゴを活用したＭＩＣＥ誘致の取組 

（ク）ユニークベニューのコンテンツ開発等 

 

（２）コンベンション開催支援補助金交付事業 

ア 国際会議等 

国際会議等とは、学術、文化、技術等の向上発展を図ることを目的とする団体が主体と

なって開催する学術、文化、技術等の研究の発表若しくは討論のための国際的な会議、ス

ポーツ大会又はこれらに準ずるものをいう。 

（ア）補助要件 

補助対象は、次に掲げる項目のすべてを満たすものとする。 

・対象地域 高松市又は近隣町（三木町、直島町及び綾川町の３町をいう。以下この

号において同じ。）で開催されるもの 

・県外参加者の延べ宿泊数（高松市又は近隣町に宿泊）が５０泊以上あるもの 

・全参加者のうち外国人参加者（海外から参加する外国人）の占める割合が２０％以

上のもの 

・プログラム、抄録集等に当財団の補助事業であることを明記するもの 

・主催者アンケート（１枚）、参加者アンケート（１０枚）を提出するもの 

（イ）補助金額 

補助金額は、次に掲げる項目の合算額とする。なお、補助金額は理事長が認める事

業費の２５％以内の額とする。 

ａ 宿泊助成額 

・県外参加者の延べ宿泊数×２，０００円 

・延べ宿泊数は、高松市又は近隣町にある賛助会員宿泊施設の宿泊数とする。 

・開催期間中及び前後泊を対象とする。 

・最高限度額 ５００万円 

ｂ エクスカーション助成金 

・大会等の主催者が計画し、実施する視察旅行で、高松市内の観光施設等を２か所

以上訪問するもの 

・高松市内観光地を訪問のためバス又は船舶を貸切契約し、賃借した台（隻）数に

３万円を乗じた額又は賃借料の２分の１の額のどちらか低い方 



・千円未満切捨て 

・最高限度額 ３０万円 

イ 国内大会、国内学会等 

国内大会等とは、会議、集会、セミナー等をいう。また、国内学会とは学者により構成

され、学術研究の向上発展を図ることを目的とする団体が主体となって開催する学術研究

の発表若しくは討論のための会議、集会、セミナー又はこれに準ずるものをいう。 

（ア）補助要件 

補助対象は、次に掲げる項目のすべてを満たすものとする。 

・対象地域 高松市又は近隣町で開催されるもの 

・県外参加者の延べ宿泊数（高松市又は近隣町に宿泊）が１００泊以上あるもの 

・香川県を含む３県以上から参加があるもの 

・プログラム、抄録集等に当財団の補助事業であることを明記するもの 

・主催者アンケート（１枚）、参加者アンケート（１０枚）を提出するもの 

（イ）補助金額 

補助金額は、次に掲げる項目の合算額とする。なお、補助金額は理事長が認める事

業費の２５％以内の額とする。 

ａ 運営費助成額 

・２０万円。ただし、賛助会員の開催関係事業者のうち、３業種以上を利用したも

のに限る。 

ｂ 宿泊助成額 

・県外参加者の延べ宿泊数×５００円 

・延べ宿泊数は、高松市又は近隣町にある賛助会員宿泊施設の宿泊数とする。 

・開催期間中及び前後泊を対象とする。 

・千円未満切捨て 

・全国規模 香川県を含む３０都道府県以上からの参加又は県外参加者の延べ宿泊

数が１，０００泊以上あるもの 

・その他規模 香川県を含む３県以上から参加があるもの 

・最高限度額 全国規模１８０万円、その他規模８０万円 

ｃ エクスカーション助成金 

・ア（イ）ｂに同じ 

ウ スポーツ大会 

スポーツ大会とは、その大会が行う競技の振興及び発展を目的とする競技団体又はその

下部組織が主催、共催、後援等を行う大会をいう。 

（ア）補助要件 

補助対象は、次に掲げる項目のすべてを満たすものとする。 

・イ（ア）に同じ。ただし、対象地域は除く。 

・対象地域 香川県内で開催されるもの 

（イ）補助金額 

補助金額は、次に掲げる項目の合算額とする。なお、補助金額は理事長が認める事

業費の２５％以内の額とする。 



ａ 運営費助成額 

・イ（イ）ａに同じ 

ｂ 宿泊助成額 

・イ（イ）ｂに同じ。ただし、最高限度額を除く。 

・最高限度額 全国規模８０万円、その他規模３０万円 

ｃ エクスカーション助成金 

・ア（イ）ｂに同じ 

エ 合宿等 

合宿等とは、各種競技団体、学校などが技術向上や交流等を目的に開催するスポーツや

文化活動等、営利を目的としないものをいう。 

（ア）補助要件 

補助対象は、次に掲げる項目のすべてを満たすものとする。 

・対象地域 香川県内で開催されるもの 

・県外参加者の延べ宿泊数（高松市又は近隣町に宿泊）が１００泊以上あるもの 

・主催者アンケート（１枚）、参加者アンケート（１０枚）を提出するもの 

・行程内において、高松市内の観光施設等を１か所以上訪問するもの又は理事長が指

定するサステナビリティに配慮した活動を行うもの 

（イ）補助金額 

補助金額は、次に掲げる額とする。 

ａ 宿泊助成額 

・県外参加者の延べ宿泊数×３００円 

・延べ宿泊数は、高松市又は近隣町にある賛助会員宿泊施設の宿泊数とする。 

・開催期間中及び前後泊を対象とする。 

・千円未満切捨て 

・最高限度額 ５０万円 

オ ア～エの補助要件等にかかわらず、次のいずれかに該当するものについては、補助金を

交付しない。 

・国又は地方公共団体が主催又は共催（名義共催は除く。）するもの 

・高松市から補助金が交付されるもの 

・宗教及び政治的活動を目的とするもの 

・不特定多数の参加者から入場料を徴収するもの 

・開催初日の属する年度前２年度間において本補助金の交付を受けているもの 

・その他、理事長が不適当と認めるもの 

 

（３）観光客等の誘致及び受入れなど観光を振興する事業 

ア 観光客等誘致及び受入事業 

県外に対しては、姉妹都市・交流都市との都市交流事業等を実施するとともに、国内観

光旅行や教育旅行の誘致活動を実施する。国外に対しても、多様な地域資源を活用した観

光コンテンツの造成や情報発信、販路開拓、ナイトタイムエコノミーの推進を行うなど、

香川県や高松市を始め、他の地域や団体とも連携し、訪日外国人旅行者の誘客や消費拡大



に向け取り組む。これら活動の効果を高めるため、国内外の旅行会社に対し、送客実績に

応じた団体旅行等助成金を交付する。 

（ア）国内観光客誘致事業 

ａ 都市交流事業（彦根市（姉妹城都市）、水戸市（親善都市）等） 

ｂ 四国観光商談会（東京・大阪） 

ｃ 首都圏を中心とした主要地区（首都圏、関西等）の旅行会社、企業等の主催事務

局に対する誘致事業 

ｄ 高松市等関係団体と連携した観光客誘客事業 

（イ）訪日外国人旅行者誘致事業 

ａ 観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 

ｂ ナイトタイムエコノミーの推進 

ｃ ＪＲ西日本レールパス＋ＪＴＲＷｅｂ事業（たのしい香川パス）の充実 

ｄ 旅行社及びメディア等招請事業及び視察受入れ 

ｅ 訪日外国人旅行者誘致推進事業（観光商談会、情報発信等） 

（ウ）団体旅行誘致事業助成金 

高松市内及び三木町内の宿泊施設にそれぞれ１泊以上の宿泊を伴う募集型・受注型

団体旅行商品（以下「団体旅行」という。）に対し、観光客の誘致拡大を目的に助成要

件を満たす団体旅行に助成金を交付する。 

（エ）修学旅行誘致事業助成金 

高松市内及び三木町内の宿泊施設にそれぞれ１泊以上の宿泊を伴う修学旅行に対し、

誘致拡大を目的に助成要件を満たす修学旅行に助成金を交付する。 

イ 観光イベント等振興事業 

各種観光パンフレットの作成及び配布を始め、さぬき高松まつり等の地元観光イベント

に参画することにより観光客の受入体制の充実を図るとともに、電動アシスト自転車の主

要観光地への整備や手荷物の一時預かり等を行い、観光客の利便性の向上を図る。また、

瀬戸内海を観光資源として捉え、魅力ある瀬戸内海クルーズを実施する民間事業者を支援

することにより、瀬戸内海に面した優位性をいかした観光振興を図る。 

（ア）観光パンフレット等作成 

（イ）さぬき高松まつり 

（ウ）観光レンタサイクル（電動）事業（仏生山、塩江、八栗） 

（エ）手ぶら観光推進事業 

（カ）瀬戸内海クルーズ事業の支援 

ウ 広報宣伝事業 

高松市出身又は一定期間、居住及び活動した者で、観光振興に寄与することが期待され

る者を高松市観光大使として委嘱し、高松市の魅力をＰＲする事業のサポート、各種観光

行事及び公的諸行事において観光宣伝を行う高松ゆめ大使・高松特別ゆめ大使事業、観光

名刺の販売事業等各種事業を通じて、高松市の知名度アップやイメージアップを図る。 

（ア）高松市観光大使事業 

（イ）高松ゆめ大使・高松特別ゆめ大使事業 

（ウ）観光名刺販売事業 



エ 調査企画事業 

高松市の観光振興を図るため、高松市単独ではなく、近隣県との連携が必要不可欠であ

ることから、近隣県の関係機関と連携し、共同事業等の実施に向けた検討を行う。また、

地域と連携した観光振興事業をより一層促進するため、その体制の強化方法等について調

査、検討を行う。 

（ア）四国地区観光コンベンション推進団体情報交換会 

（イ）観光振興事業推進体制強化事業 

（ウ）五色台活性化の会 

 

（４）新たな観光資源開発のための旅行業法に基づく旅行業 

ア 着地型（募集型企画）旅行商品の造成・販売 

地域経済の活性化に寄与するため、第３種旅行業の資格を活用し、着地型旅行（ぷち旅

プラン）の企画及び実施を行う。また、身近な観光資源の掘り起こしや体験プログラムの

開発に取り組むとともに、モデルコースの充実を図り、高松市民や香川県民といった「近

場へ行く」個人客の誘客や他県からの団体旅行造成の促進に努める。 

 

（５）サンポート高松のにぎわいを創出する事業 

ア サンポートにぎわい創出事業 

サンポート高松及びその周辺地域において、イベントを実施したい団体・企業等に対し、

イベントに関する相談や実施に向けた協力、イベントを公募するなど、イベント件数や来

場者の増加に寄与することで、サンポート高松のにぎわいを創出する。また、高松港玉藻

防波堤灯台（せとしるべ）の航路標識協力団体として指定を受けたことから、本灯台の維

持管理や航路標識に関する知識の普及及び啓発等の活動を行う。 

（ア）サンポート高松イベント大募集！事業 

（イ）イベント共催等開催支援事業 

（ウ）高松港玉藻防波堤灯台（せとしるべ）維持管理等 

イ 広報宣伝事業 

ホームページ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等によりサンポート高

松のイメージアップや知名度向上を行う。 

（ア）ホームページ、ＳＮＳ等を活用した情報提供事業 

（イ）サンポート高松を中心とした広告宣伝事業 

ウ 調査企画事業 

イベント等参加者に対する来場者アンケートの実施等サンポート高松のにぎわい創出に

必要な問題点の検討等を行う。 

 

（６）観光案内所（香川・高松ツーリストインフォメーション）の運営・管理の受託 

（公社）香川県観光協会から本案内所の運営業務を受託し、高松市及び香川県内を主とし

た観光案内を行うほか、宿泊案内、周辺地域及び全国の観光案内、交通機関等の各種案内に

関する情報を提供することにより、本県を訪れる観光客等の利便性の向上を図り、さらなる

満足度を高めるとともに、観光客のニーズを的確に把握し、観光資源開発に活用する。 



また、観光圏整備法第１０条に基づく認定観光圏案内所への登録や、ＪＮＴＯ認定外国人

観光案内所 カテゴリー３（常時英語による対応が可能。その上で、英語を除く２以上の言

語での案内が常時可能な体制がある。全国レベルの観光案内を提供。原則年中無休。 

Ｗｉ－ｆｉあり。ゲートウェイや外国人来訪者の多い立地。）に登録されていることから、日

本語のほか、３か国語に対応できるよう従事者を配置し、訪日外国人旅行者への対応を行う。 

・場所   高松オルネ北館１階 

・運営日  毎日（年中無休） 

・開所時間 ９：００～２０：００ 

・対応言語 日本語・英語・中国語・韓国語 

 

（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

ア 各種会議の開催 

（ア）評議員会 

（イ）理事会 

（ウ）その他、評議員・役員に関すること 

イ 賛助会員 

（ア）賛助会員総会の開催 

（イ）賛助会員交流会の開催 

（ウ）賛助会員名簿等の整備 

（エ）賛助会員加入促進 

（オ）その他賛助会員に関すること 

ウ その他財団の必要なこと 

（ア）経理業務 

（イ）処務業務 

（ウ）事務所維持管理 

（エ）インターネットを活用した広報及び情報提供 

（オ）職員研修の実施 

（カ）機関紙の発行 

（キ）その他 

 


